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令和４年３月 17日 

生 徒 指 導 部 

校則について 
 

 
生徒心得 
１ 一般心得 
（１） 常に人間として品位の向上に努め、地域社会の一員としての自覚を保持すること。 
（２） 社会規範を守り、公共物の保全に努めること。 
（３） 強健な身体を錬成するとともに、周到な注意をもって危険を未然に防止して心身の安全を守り、将来

良き国民となることを期すること。 
（４） 男女交際は、お互いを尊重し、明朗純真であること。 
（５） 生徒間の金銭・物品の貸借は避けること。 
（６） 身分証明書は常に携行すること。 
 
２ 校内生活 
（１） 登校後、放課までは校地外に出ないこと。やむを得ない場合は直ちにホームルーム担任の許可を受け

ること。 
（２） 校舎・校具は大切に取扱い、破損した場合は直ちにホームルーム担任あるいは事務室に届け出るこ

と。 
（３） 校舎内の清潔整頓を常に心がけること。 
（４） 校舎内での拾得物は、生徒指導部に届け出ること。 
（５） 学習に必要のないものは持ち込まないこと。 
（６） 職員室・事務室等への出入りの際は、用件を告げること。誰もその場にいないときは立ち入らないよ

うにすること。 
（７） 校内で文書等を発行しようとする場合、あるいは他の発行物を配布しようとする場合は、あらかじめ

学校に届け出て許可を受けること。 
（８） ポスターその他の掲示物は、あらかじめ生徒指導部の許可及び検印を受けること。 
 
３  校外生活 
（１） 外出・外泊については次のことを守ること。 
ア  外出する際は、行き先・用件・帰宅時間を家族に告げること。 
イ  夜間外出は２１時までとし、やむを得ない場合の他は避けること。 
ウ  外泊は、やむを得ない場合に限り、双方の家庭の了解を得て行うこと。 

（２） 交通道徳を守り、他の範となるように努めること。特にバス通学生は、乗下車の際は一列励行し、老
人や子供・病弱者をいたわり、席を譲るなど積極的に努力すること。 

（３） 飲酒・喫煙・薬物乱用など、法で禁じられていることはしないこと。 
（４） パチンコ店およびこれに類似の娯楽場・酒類等の提供を目的とする飲食店等、法で禁じられていると

ころへの出入りはしないこと。 
（５） 校外団体への加入あるいは諸行事への参加は、あらかじめ学校に届け出ること。 
 
４ 制 服 
制服については、別に定めるところとする。 
 
５  その他 
（１） 生徒会・部活動などの会合・行事などについては、あらかじめ届け出て許可を受けること。 
（２） 集会を行うときは、あらかじめ届け出て許可を受けること。 
（３） 泊を含む旅行をしようとする場合は、ホームルーム担任に届け出ること。 
（４） 下宿をするときおよびそれを変更するときは、ホームルーム担任に届け出ること。 
（５） 本籍・現住所に変更が生じたときは、ホームルーム担任に届け出ること。 
（６） 身辺の大きな変化あるいは突発的な事故が生じたときは、直ちにホームルーム担任に届け出ること。 
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服装規程 
第１条 
服装は清潔・質実・端正で本校生徒としての品位を常に保つものでなくてはならない。 
 

第２条 
登校時（土曜日・日曜日・祝祭日・休業日）は制服着用のこと。部活動はジャージでよい。 
 

第３条 
制服は次のとおりとする。 
（１） 男子 
ア   羽幌高校オリジナル詰襟学生服とする。 
イ   左襟に年級バッジ、右襟に校章バッジをつけること。 

（２） 女子 
ア   羽幌高校オリジナルセーラー服（夏は白、冬は濃紺）とする。 
イ   左胸左側に年級バッジ、右側に校章バッジをつけること。 
ウ   胸に指定されたチーフをつけること。 

（３） 男女共通     
制服の変型は認めない。 

    
第４条 
夏服・冬服の期間は次のとおりとする。 
夏 服    ６月中旬～９月中旬 
冬 服    ９月中旬～６月中旬 

夏服着用期間中、男子は上衣を着用しなくてもよい。ただし、白のワイシャツ・開襟シャツを着用する。な
お、女子の冬服着用も認める。 

 
第５条 
上靴は、学年毎に色分けされたラインのバレーボールシューズとする。 

 
第６条 
外被物は、高校生らしい色彩・型を選択し、不適当と認められるものは禁止する。 

 
第７条 
靴、その他の着用・携行品は華美なものを避け、実用的なものを選ばなければならない。不適当なものと認
められるものは禁止する。 

 
第８条 
異装はあらかじめ生徒指導部の許可を受けるものとする。 
 

第９条 
その他 

 （１） 校舎内での外套の着用を禁止する。 
 （２） 装飾具は禁止する。（イヤリング、ピアス、ネックレス、カラコン、指輪など） 
  （３） 化粧、マニキュア、頭髪の脱色・染色、パーマ等を禁止する。 
 
頭髪について 
（１）男子 
 ア 自然な髪型で全体的にまとまっていること。 
 イ 前髪は目にかからないこと。横髪は耳を覆わないこと。襟足が詰め襟より短いこと。 
 ウ ツーブロック（不自然な段差）はしないこと。 
 エ 染色はしないこと。 
 
（２）女子 
 ア 自然な髪型で全体にまとまっている。ショート以外で長い場合はいつでもまとめることができ、前髪は 

目にかからないこと。 
 イ アイロンやドライヤー等で髪の毛を巻いたり、上げたりする等の加工はしないこと。 
 ウ 染色はしないこと。 
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交通安全規程 
【目的】 
第１条 
この規程は、本校生徒の交通及び通学の安全並びに交通災害の防止を目的とする。 

 
【歩行時について】 
第２条 
被害者にならぬように、右側通行・横断歩道の利用を励行する。 

 
【自転車について】 
第３条 
１ 自転車通学を希望する者は、「自転車通学届」をホームルーム担任に提出し、自転車点検に合格した後、

自転車通学許可ステッカーを所定の場所に貼る。ただし、ステッカー代は自己負担とする。 
２ 自転車通学生心得 
（１） 二人乗りをしてはならない。 
（２） 並んで走行してはならない。 
（３） 自転車は自転車置き場に整頓して置き、鍵を必ず掛ける。 
（４） 安全運転の妨げになるような構造の自転車を使用してはならない。 
（５）  夜間時の安全を確保するために、前照灯・尾灯その他の安全装置を備えなければならない。 
 

【自動車学校への通学について】 
 第４条 自動車学校へ通学ができるものは、次の各号をいずれも満たす者とする。 
  （１） 進路先が内定している者は、通学開始を１０月１日以降とする。 
 （２）  進路先が未定者の者は家庭学習期間以降とする。 
 （３）  卒業の見込みがある者。 
（４）  「自動車学校通学届」・「誓約書」を提出できる者。 

 
【原動機付き自転車及び自動二輪車について】 
第５条 
原動機付き自転車及び自動二輪車の運転免許取得は禁止する。 

 
アルバイト規程 
第１条   高校生としての本分である勉学・部活動に専念し、アルバイトは原則行わないこと。ただし、学

校に申し出後、所定の手続きを行った生徒は、次の期間でアルバイトを行うことができる。 
     （１）  長期休業期間 
        （２）  ３年生において、進路確定（合格通知、内定通知）以降 
 
第２条   次のアルバイトは禁止する。 
        （１）  高校生の出入り禁止場所 
        （２）  旅館、島の民宿など泊まり込みが必要な場合 
        （３）  重労働・危険を伴う作業 
        （４）  帰宅が２１時以降になる勤務の場合 
        （５）  酒類の提供を主とした飲食店での接客 
        （６）  生徒指導部が不適切と考える場所 
            また、成績不振者、欠席時数超過の者及び特別指導の対象となった場合は、学校の指示に従うこ 

と。 
 
第３条  定期考査の一週間前から考査終了までの期間は禁止する。 
 
  
 


